
京都よろず塾
「ここを押さえておけば大丈夫！」

契約書のイロハ
開  催  日 随時開催【完全予約制】 ＊日時はweb/電話にて調整

時 間 ①9:30 ②11:00 ③13:00 ④14:30 ⑤16:00 （所要時間：60分/回）

①京都府産業支援センター 京都産業21お客様相談室
京都市下京区中堂寺南町134

②リモート（ZOOM）

・何のために契約書が必要か？
・最低限押さえておくべき、契約書のチェックポイント
・契約書の作り方
・契約書の戦略的な活用法（契約マネジメント）

開催日

時間

場所

内容

京都府よろず支援拠点
   コーディネーター

大久保 享
弁護士・中小企業診断士

講師 対象者：こんな方/企業にお勧めです！

講師よりひと言

京都府よろず支援拠点
TEL 075-315-1055

  HP https://kyoto-yorozu.jp/

申し込み先

◆ 契約書について、苦手意識がある
◆ 何のために契約書が必要か、よく疑問に思う

◆ 押さえておくべき契約書のチェックポイントを知り
たい

◆ 契約書の作り方を学びたい
◆ 契約書の効果的な活用方法を知りたい

契約書に対して苦手意識をお持ちの方も多いと思います
。なぜ契約書が必要か？という基本的な所から、弁護士
が契約書の勘所をお伝えしますので、苦手意識を取り除
き、むしろ積極的に契約書を活用して頂きたいと思います
。
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